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鹿児島県連合海区 

漁業調整委員会資料 

令和６年７月 30 日 

 

 

  【議題１】 

鹿児島県連合海区漁業調整委員会の会長（及び

職務代理者）の選出について（協議） 

 

 

 





鹿児島県連合海区漁業調整委員会の会長（及び職務代理者） 

の選出について       

 

１ 鹿児島県連合海区漁業調整委員会 

  本県の全海区の区域内における漁業に関する事項を処理することを所掌事

務とする。 

  鹿児島海区，熊毛海区及び奄美大島海区漁業調整委員会から，各同数（３

名）の委員が選出され組織し，会長（及び会長職務代理者２人）は，委員が

互選する。 

 

２ 会長（任期：令和３年７月 12 日から令和７年３月 31 日） 

  甲山博明会長（熊毛海区所属，令和６年１月９日逝去） 

 

 【参考】会長職務代理者（会長の所属海区以外の２海区から各１名選出） 

・ 阿久根金也委員（鹿児島海区所属，第１順位） 

 ・ 茂野 拓真委員（奄美大島海区所属，第２順位） 

  

３ 協議事項 

 ⑴ 甲山博明会長の後任者を選出（１人） 

※ 任期：令和７年３月 31 日まで（甲山会長の残任期間） 

 

 ⑵ ⑴の結果を踏まえ，必要に応じて会長職務代理者を選出 

  （現会長職務代理者や熊毛海区所属委員以外が会長に選出された場合等） 

 

４ 歴代県連合海区会長 

Ｈ16.10～Ｈ20.３ 野村 義也 会長 鹿児島海区所属 

Ｈ16.10～Ｈ20.３ 同上 同上 

Ｈ20.10～Ｈ24.３ 同上 同上 

Ｈ24.10～Ｈ28.３ 同上 同上 

Ｈ28.９～Ｒ３.３ 甲山 博明 会長 熊毛海区所属 

Ｒ３.７～Ｒ６.１ 同上 同上 
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【参考】関係法令等 

 

○ 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）【抜粋】 

（構成） 

第 137 条 海区漁業調整委員会は，委員をもつて組織する。 

２ 海区漁業調整委員会に会長を置く。会長は，委員が互選する。ただ

し，委員が会長を互選することができないときは，都道府県知事が委員

の中からこれを選任する。 

（構成） 

第 148 条 連合海区漁業調整委員会は，委員をもつて組織する。 

２ 委員は，その海区の区域内に設置された各海区漁業調整委員会の委

員の中からその定めるところにより選出された各同数の委員をもつて

充てる。ただし，海区漁業調整委員会の数が次項の規定による委員の定

数を超える場合にあつては，各海区漁業調整委員会の委員の中から一

人を選出し，その者が互選した者をもつて充てる。 

４ 前条第１項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した都道府

県知事又は同条第４項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置し

た海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事は，必要があると認め

るときは，第２項の規定により選出される委員のほか，学識経験がある

者の中から，その３分の２以下の人数を限り，委員を選任することがで

きる 

（準用規定） 

第 151 条 第 137 条第２項から第６項まで（中略）の規定は，連合海区漁

業調整委員会に準用する。この場合において，第 137 条第２項ただし書

及び第５項中「都道府県知事が」とあるのは「第 148 条第４項の委員の

選任方法に準じて」（中略）と読み替えるものとする。 

○ 漁業法施行令（昭和 25 年政令第 30 号）【抜粋】 

（会長の職務） 

第 13 条 漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会長は，それぞれ，

会務を総理し，会を代表する。 

２ 漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会について，会長が欠けた

とき又は会長に事故があるときは，あらかじめ委員が互選した者がそ

の職務を代理する。 

2



○ 鹿児島県連合海区漁業調整委員会事務規程（昭和 33 年告示第 1 号）【抜粋】 

（所掌事務) 

第１条 鹿児島県連合海区漁業調整委員会(以下「連合委員会」という。)

は，漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)その他法令の定めるところにより，

全海区の区域内における漁業に関する事項を処理する。 

（構成） 

第３条 連合委員会は，委員９名をもつて組織する。 

２ 委員は，各海区漁業調整委員会の委員の中から，その定めるところに

より選出された各同数の委員をもつて充てる。 

３ 連合委員会に会長を置く。会長は，委員が互選する。ただし，委員が

会長を互選することができないときは，漁業法第 151 条において準用

する同法第 137 条第２項の規定により，知事が選任した者をもつて充

てる。 

(職務権限) 

第４条 会長は，会務を総理し，連合委員会を代表する。 

２ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，委員があらかじめ

互選した者が，定められた順序によりその職務を代理する。 
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